
●４月１日新卒採用、採用年度6月末日までに補助対象者登録を行った場合

10月

●４月１日新卒採用、採用年度７月１日から翌年度登録期限（６月末日）までに補助対象者登録を行った場合

翌年度4/1

●既卒・転職者で就職・登録が当年度の6月30日までの場合（例：5月1日採用）

●既卒・転職者で就職が当年度の6月30日までで、登録を７月1日から翌年度６月末日までに行った場合
（例：6月1日採用）

翌年度4/1

３年後の９月

10/1 ３年後の３月6/30

３年後の４月

【参考2】　奨学金返還支援制度　採用・補助対象者登録・補助対象期間について
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●既卒・転職者で就職が当年度の7月1日以降の場合（例：７月１日採用）

翌年度4/1

●返還支援金受給中に転出・退職により資格喪失した場合（例：2回目の基準日以前に喪失）

10月

（10月～資格要件を満たす基準日の属する月）

※1回目の基準日までに資格喪失した場合は補助金の交付は無し。

●返還支援金受給中に転出・退職により資格喪失した場合（例：2回目の基準日後に喪失）

10月

（10月～資格要件を満たす基準日の属する月）

※3月に退社した場合でも、基準日時点での資格要件が確認できれば、
　 補助金申請期間中（3月1日～3月中旬）に申請可能。
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